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歯
科
診
療
の
受
診
者
の
利
便
向
上
に
資
す
る
診
療
報
酬
で
の
対
応
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

診
療
報
酬
に
お
い
て
、
医
科
に
つ
い
て
は
診
療
所
の
夜
間
・
早
朝
等
加
算
と
し
て
、
初
診
、
再
診
と
も
に
五
十
点
が
設
定
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
歯
科
に
つ
い
て
は
同
様
の
設
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。
医
科
及
び
歯
科
診
療
所
の
中
に
は
、
受
診
者
の
ニ
ー
ズ
に

合
わ
せ
て
早
朝
八
時
以
前
あ
る
い
は
夜
間
十
八
時
以
降
に
診
療
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
数
存
在
し
、
医
科
診
療
所
で
あ
れ

ば
夜
間
・
早
朝
等
加
算
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
歯
科
診
療
所
は
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。 

 

そ
こ
で
以
下
の
と
お
り
、
質
問
し
ま
す
。 

一 

診
療
報
酬
に
お
い
て
、
医
科
診
療
所
に
夜
間
・
早
朝
等
加
算
が
設
定
さ
れ
た
経
緯
、
理
由
を
示
し
て
下
さ
い
。 

二 

受
診
者
の
生
活
の
都
合
や
仕
事
の
勤
務
時
間
を
想
定
す
れ
ば
、
歯
科
診
療
所
が
早
朝
八
時
以
前
及
び
夜
間
十
八
時
以
降
に

診
療
を
行
う
こ
と
は
、
受
診
者
の
利
便
向
上
と
健
康
増
進
に
資
す
る
と
考
え
ま
す
。
つ
い
て
は
、
診
療
報
酬
に
お
い
て
、
歯

科
診
療
所
に
も
夜
間
・
早
朝
等
加
算
を
適
用
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
と
考
え
ま
す
が
、
政
府
の
見
解
を
示
し
て
下
さ
い
。 

三 

口
腔
ケ
ア
の
充
実
は
、
わ
が
国
全
体
の
医
療
費
の
抑
制
に
つ
な
が
る
と
考
え
ま
す
が
、
政
府
の
見
解
を
示
し
て
下
さ
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


